
２０２４年度（令和6年度）の
スポーツ少年団指導者登録について

福島市スポーツ少年団本部事務局



２０２４年度（令和６年度）以降、スポーツ少年団へ「指導者」として登録するため に
は、【J S P O公認スポーツ指導者資格等 ※】の保有が必須となる。 

＋

さらに各単位団に登録する「指導者」のうち、2名以上は

【スポーツ少年団の理念 を学んだ者】でもある必要がある。 

※ JFA、JBAのC級以上を含む 



スポーツ少年団の理念とは？

● 【スポーツ少年団の理念を学んだ者 】と は

◆ 2019年度に「認定員・認定育成員」としてスポーツ少年団に指導者・役員登録をして
いた者
（注意： 2018年度までスポーツ少年団へ「認定員・認定育成員」資格を保有し指導者と
して登録していたが、2019年度は登録しなかった。 しかし、2020年度に再度スポーツ
少年団へ登録していた方は、理念は「×」となる。 ）

◆ スタートコーチ（スポーツ少年団）資格保有者（受講修了者も含む）
※ 現在、スポーツ少年団の理念を学ぶ方法は、
「スタートコーチ（スポーツ少年団）養成講習会」のみである。



スポーツ少年団の理念とは？

●確認方法 スポーツ少年団登録システムの該当指導者の
ページの 「理念」が「○」になっているかどうかで確認



JSPO公認スポーツ指導者資格とは？？

● 【J S P O 公認スポーツ指導者資格 】と は 

・公益財団法人日本スポーツ協会（JSPO）公認スポーツ指導者資格 
（例：剣道コーチ２、軟式野球コーチ３、スタートコーチ（バレーボール）、コーチングアシスタントなど）

 ※「（公財）日本サッカー協会（JFA）公認Ｃ級コーチライセンス以上」の資格及び 
「（公財）日本バスケットボール協会（JBA）公認Ｃ級コーチライセンス以上」の資格はJSPO公認スポーツ指導者資格
と同等となり、指導者登録可能。

 ※ コーチ１：旧指導員、コーチ２：旧上級指導員、コーチ３：旧コーチ、コーチ４：旧上級コーチ

 ※「JSPO公認スポーツリーダー」のみを保有している方に限っては、スポーツ少年団の指導者として認められない。
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